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三
、
地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
説
明
の
た
め
、
こ
の
会
議
に
出
席
し
た
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
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担
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社
事
務
局
長 

 
 
 
 

松

本

充
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四
、
本
会
議
の
事
務
局
職
員
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議

会
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局
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大
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一
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議
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書
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坪
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五
、
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別
紙
の
と
お
り
で
あ
る
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議 
 

 

事 
 

 

日 
 

 

程 

  

小
値
賀
町
議
会
第
三
回
定
例
会 

 

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
一
日
（
金
曜
日
） 

 

午
前
十
時
零
分 

 

開 

議 

  

第 

一 
 

会
議
録
署
名
議
員
指
名
（ 

小
辻
隆
治
郎
議
員 

・ 

浦 

英
明
議
員 

） 

第 

二 
 

議
案
第
三
六
号 
小
値
賀
町
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
の
変
更
に
つ
い
て 

第 

三 
 

議
案
第
三
七
号 
辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
計
画
の
変
更
に
つ
い
て 

第 

四 
 

議
案
第
四
四
号 

工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て
（
庁
舎
改
修
工
事
） 

第 

五 
 

議
案
第
四
六
号 

小
値
賀
町
教
育
委
員
会
委
員
任
命
の
同
意
に
つ
い
て 

第 

六 
 

議
案
第
四
七
号 

小
値
賀
町
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
選
任
の
同
意
に
つ
い
て 

第 

七 
 

発

議

第

三

号 

国
民
の
権
利
を
支
え
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
を
求
め
る
意
見
書
案 

第 

八 
 

発

議

第

四

号 

地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
「
地
方
財
源
を
確
保
・
充
実
す
る
仕
組
み
」
の
構
築
を
求
め
る
意
見
書
案 

第 

九 
 

議
員
派
遣
の
件
に
つ
い
て 

第 

十 
 

各
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
に
つ
い
て 
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午

前

十

時

零

分

開

議 
議
長
（
立
石
隆
教
） 

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
こ
れ
か
ら
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 

本
日
の
議
事
日
程
は
お
手
元
に
配
付
し
た
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。 

 

日
程
第
一
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
を
行
い
ま
す
。 

 

本
日
の
会
議
録
署
名
議
員
は
、
会
議
規
則
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
六
番
・
小
辻
隆
治
郎
議
員
、
七
番
・
浦 

英
明
議
員
を
指
名
し
ま 

す
。 

 

日
程
第
二
、
議
案
第
三
六
号
、
小
値
賀
町
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

本
件
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

町

長 

町
長
（
西 

浩
三
） 

皆
さ
ん
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

議
案
第
三
六
号
、
小
値
賀
町
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
変
更
に
つ
い
て
、
提
案
の
理
由
を
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

過
疎
計
画
の
変
更
に
つ
き
ま
し
て
は
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
第
六
条
第
七
項
に
準
用
す
る
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
議
会
の
議

決
を
求
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
変
更
内
容
と
し
ま
し
て
は
、
別
紙
様
式
二
に
記
載
の
と
お
り
、
担
い
手
公
社
の
研
修
生
の
新
規
就
農
支
援
の

た
め
の
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
施
設
整
備
を
追
加
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

以
上
で
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
適
正
な
る
ご
決
定
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

浦

 

議

員 

七
番
（
浦 

英
明
） 

た
だ
い
ま
説
明
が
あ
り
ま
し
た
け
ど
も
、
一
番
の
で
す
ね
、
（
一
）
の
基
盤
整
備
農
業
と
（
四
）
の
地
場
産
業
の
振
興
技

能
修
得
施
設
、
こ
れ
は
関
連
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、
二
つ
一
緒
に
併
せ
ま
し
て
お
尋
ね
し
ま
す
。 
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先
日
、
報
告
さ
れ
ま
し
た
担
い
手
公
社
の
事
業
計
画
書
に
で
す
ね
、
就
農
定
着
化
促
進
支
援
事
業
と
し
て
、
ト
マ
ト
・
ミ
ニ
ト
マ
ト
ハ
ウ
ス
建

設
二
ケ
所
、
Ａ
＝
三
千
五
百
平
米
、
及
び
ふ
る
さ
と
振
興
基
盤
整
備
事
業
補
助
金
、
ハ
ウ
ス
建
設
区
画
形
状
の
改
良
、
Ａ
＝
七
千
二
百
平
米
と
書

か
れ
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
両
方
併
せ
ま
し
て
も
、
今
回
の
変
更
計
画
の
規
模
よ
り
も
少
な
い
よ
う
で
す
。
一
方
は
、
二
十
四
年
度
、

単
年
度
事
業
で
あ
り
ま
し
て
、
今
回
の
や
つ
は
二
十
七
年
度
ま
で
の
継
続
事
業
な
の
で
、
そ
の
分
の
規
模
が
違
う
の
か
な
と
思
い
ま
す
け
ど
も
、

内
容
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

担
い
手
公
社
事
務
局
長 

担
い
手
公
社
事
務
局
長
（
松
本
充
司
） 

お
答
え
い
た
し
ま
す
。 

 

浦
議
員
さ
ん
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
こ
れ
は
二
十
四
年
か
ら
二
十
七
年
ま
で
の
四
年
間
の
計
画
で
あ
り
ま
し
て
、
先
日
の
事
業
に
つ
い
て
は
、

二
十
四
年
度
一
年
度
分
で
あ
り
ま
す
の
で
、
大
体
そ
れ
の
四
倍
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
二
万
八
千
八
百
平
米
と
、
そ
れ
か
ら
下
の
方
の
連
棟
ハ
ウ

ス
一
万
四
千
平
米
、
こ
れ
が
四
倍
、
四
年
分
に
し
ま
す
と
概
ね
こ
の
面
積
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

浦

 

議

員 

七
番
（
浦 

英
明
） 

こ
こ
に
は
ち
ょ
っ
と
載
っ
て
い
な
い
ん
で
恐
縮
な
ん
で
す
け
ど
も
、
（
三
）
の
方
に
で
す
ね
、
あ
り
ま
し
た
内
容
が
で
す

ね
、
実
エ
ン
ド
ウ
ハ
ウ
ス
、
そ
れ
か
ら
ミ
ニ
ト
マ
ト
ハ
ウ
ス
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
ハ
ウ
ス
、
そ
う
い
っ
た
の
を
大
体
二
棟
ず
つ
で
す
ね
、
建
て
る
よ

う
な
計
画
で
載
っ
て
お
り
ま
し
た
け
ど
も
、
こ
の
分
は
勿
論
こ
の
変
更
分
と
は
関
係
な
い
の
で
す
ね
？
確
認
の
た
め
、
お
尋
ね
し
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

産
業
振
興
課
長 

産
業
振
興
課
長
（
西
村
久
之
） 

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
こ
の
事
業
と
は
関
係
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

浦

 

議

員 

七
番
（
浦 

英
明
） 

二
十
七
年
度
ま
で
の
継
続
事
業
で
、
そ
の
事
業
費
を
年
度
ご
と
に
と
思
っ
た
ん
で
す
け
ど
も
、
大
体
で
良
い
で
す
か
ら
、

今
言
っ
た
よ
う
な
一
年
に
二
棟
ず
つ
で
合
計
六
棟
と
か
、
そ
れ
で
事
業
費
が
二
十
四
年
度
、
二
千
万
な
ら
二
千
万
、
そ
れ
が
続
け
て
三
年
間
続
き

ま
す
と
、
そ
う
い
っ
た
そ
の
内
容
、
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
？ 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

担
い
手
公
社
事
務
局
長 

担
い
手
公
社
事
務
局
長
（
松
本
充
司
） 

お
答
え
い
た
し
ま
す
。 

 

基
盤
整
備
の
方
で
す
け
ど
、
二
十
四
年
度
が
約
四
百
五
十
万
、
そ
れ
か
ら
二
十
五
年
が
五
百
万
、
二
十
五
年
か
ら
二
十
六
年
、
二
十
七
年
の
三
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年
間
は
五
百
万
と
い
う
、
一
応
の
計
画
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
下
の
ハ
ウ
ス
建
設
に
つ
き
ま
し
て
は
、
二
十
四
年
が
計
画
で
は
四
千
五
十
万
、
そ
れ

か
ら
二
十
五
年
度
以
降
三
ヶ
年
間
は
、
四
千
万
と
い
う
ふ
う
な
計
画
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

浦

 

議

員 

七
番
（
浦 

英
明
） 

こ
れ
は
今
、
金
額
を
言
わ
れ
ま
し
た
け
ど
も
、
私
な
り
に
調
べ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
当
初
予
算
の
折
で
す
ね
、
二
十
四

年
の
当
初
予
算
で
す
ね
、
こ
の
時
に
十
九
節
の
負
担
金
、
補
助
で
就
農
定
着
促
進
支
援
事
業
補
助
金
二
千
八
百
十
四
万
、
二
十
四
節
の
投
資
及
び

出
資
金
、
こ
れ
が
就
農
定
着
促
進
支
援
事
業
出
資
金
一
千
二
百
六
万
、
合
わ
せ
て
四
千
二
十
万
、
こ
れ
を
歳
出
の
方
に
上
げ
て
お
り
ま
し
て
、
今

言
っ
た
金
額
と
大
体
合
う
ん
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
け
ど
も
、
そ
れ
で
、
こ
の
担
い
手
公
社
の
収
支
予
算
書
の
中
に
で
す
ね
、
県
補
助
が
…
。

こ
れ
は
二
段
書
き
で
書
い
て
い
ま
し
た
で
す
ね
。
（
ウ
）
の
方
に
で
す
ね
、
就
農
定
着
化
促
進
支
援
事
業
補
助
金
、
括
弧
し
て
ト
マ
ト
・
ミ
ニ
ト

マ
ト
ハ
ウ
ス
建
設
補
助
金
、
こ
れ
が
一
千
六
百
八
万
円
、
（
エ
）
の
ふ
る
さ
と
振
興
基
盤
整
備
事
業
補
助
金
、
括
弧
し
て
ハ
ウ
ス
建
設
区
画
形
状

の
改
良
補
助
金
、
二
百
二
十
七
万
円
、
そ
れ
か
ら
（
二
）
の
補
助
金
と
し
て
、
（
ウ
）
の
就
農
定
着
化
支
援
事
業
補
助
金
、
こ
れ
が
一
千
二
百
六

万
円
、
そ
れ
か
ら
（
エ
）
の
ふ
る
さ
と
振
興
基
盤
整
備
事
業
補
助
金
、
こ
れ
が
百
八
十
一
万
六
千
円
、
そ
れ
か
ら
（
三
）
の
町
出
資
金
、
（
ア
）

の
就
農
定
着
化
促
進
支
援
事
業
と
し
て
一
千
二
百
六
万
円
、
（
イ
）
の
ふ
る
さ
と
振
興
基
盤
整
備
事
業
補
助
金
と
し
て
、
四
十
五
万
四
千
円
と
こ

う
い
う
ふ
う
に
書
か
れ
て
お
り
ま
す
け
ど
も
、
こ
れ
は
区
画
整
理
と
そ
れ
か
ら
ハ
ウ
ス
建
設
の
分
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
分
か
れ
て
お
る
よ
う
で

ご
ざ
い
ま
す
け
ど
も
、
こ
の
内
容
と
違
い
ま
す
か
？
お
尋
ね
し
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

担
い
手
公
社
事
務
局
長 

担
い
手
公
社
事
務
局
長
（
松
本
充
司
） 

お
答
え
い
た
し
ま
す
。 

 

担
い
手
公
社
の
事
業
報
告
、
公
社
報
告
の
載
っ
て
い
る
数
字
と
同
じ
内
容
、
ハ
ウ
ス
建
設
と
ハ
ウ
ス
建
設
の
た
め
の
基
盤
整
備
と
い
う
こ
と
で
、

畑
総
整
備
し
た
農
地
に
つ
き
ま
し
て
は
で
す
ね
、
小
値
賀
は
玄
武
岩
で
水
捌
け
が
悪
い
と
い
う
こ
と
で
、
殆
ど
の
農
地
が
短
辺
に
二
％
、
長
辺
に

一
・
五
％
の
勾
配
が
付
い
て
お
り
ま
す
。
ハ
ウ
ス
建
設
の
場
合
、
ト
マ
ト
を
作
る
場
合
に
、
ど
う
し
て
も
水
は
低
い
所
に
流
れ
ま
す
の
で
、
レ
ベ

ル
仕
上
げ
を
し
な
い
と
生
育
に
ム
ラ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
レ
ベ
ル
仕
上
げ
を
し
て
、
そ
の
上
に
ハ
ウ
ス
を
建
設
す
る
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
、

二
つ
の
事
業
を
持
っ
て
ハ
ウ
ス
建
設
を
す
る
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
進
め
て
お
り
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

ほ
か
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊

藤

議

員 

九
番
（
伊
藤
忠
之
） 

こ
れ
は
確
認
の
た
め
に
お
伺
い
し
ま
す
が
、
変
更
後
の
年
度
が
で
す
ね
、
平
成
何
年
度
か
ら
何
年
度
ま
で
か
の
一
応
、
年
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度
数
を
お
願
い
し
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

総

務

課

長 
総
務
課
長
（
中
川
一
也
） 

お
答
え
い
た
し
ま
す
。 

 

現
在
の
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
は
、
平
成
二
十
二
年
度
か
ら
二
十
七
年
度
ま
で
の
分
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
変
更
に
つ
き
ま
し
て
も
、
そ
の

年
度
内
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

伊

藤

議

員 

九
番
（
伊
藤
忠
之
） 
そ
れ
で
は
で
す
ね
、
こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
、
加
工
施
設
の
農
水
産
物
規
格
外
の
加
工
ま
た
は
保
管
施
設
と
あ
り
ま
す
け
ど

も
、
今
後
二
十
七
年
度
ま
で
だ
っ
た
で
す
か
ね
、
こ
れ
の
ど
の
よ
う
な
計
画
で
行
な
っ
て
い
く
の
か
お
願
い
し
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

担
い
手
公
社
事
務
局
長 

担
い
手
公
社
事
務
局
長
（
松
本
充
司
） 

お
答
え
い
た
し
ま
す
。 

 

四
月
か
ら
、
じ
げ
も
ん
振
興
協
会
の
事
務
局
を
担
い
手
公
社
で
や
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
は
将
来
、
農
林
水
産
物
の
加
工
施
設
を
整
備
す

る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
過
疎
計
画
の
中
に
一
応
上
げ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
伺
っ
て
お
り
ま
し
て
、
い
つ
の
時
期
に
、
い
つ
ど
う
い
っ

た
施
設
を
整
備
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
だ
は
っ
き
り
し
て
お
り
ま
せ
ん
で
、
今
後
、
農
産
物
の
規
格
外
品
の
加
工
を
す
る
よ
う
な
施
設
が
必
要

に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
一
応
、
計
画
に
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
伺
っ
て
お
り
ま
し
て
、
具
体
的
に
作
物
と

か
施
設
の
規
模
と
か
そ
う
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
し
て
い
く
と
い
う
ふ
う
に
前
任
者
の
方
か
ら
は
伺
っ
て
お
り
ま
し
た
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

ほ
か
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

末

永

議

員 

四
番
（
末
永
一
朗
） 

こ
の
計
画
の
中
に
、
桟
橋
の
修
理
が
何
箇
所
も
出
て
い
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
管
理
は
各
部
落
に
や
っ
て
も
ら

っ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
か
？
ペ
ン
キ
塗
り
な
ん
か
。
笛
吹
の
場
合
は
、
小
発
動
が
や
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
辺
の
答
弁
お
願
い
し
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

建

設

課

長 

建
設
課
長
（
升
水
裕
司
） 

お
答
え
い
た
し
ま
す
。 

 

小
規
模
な
ペ
ン
キ
の
ち
ょ
っ
と
部
分
的
な
塗
り
替
え
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
は
、
地
元
で
や
っ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
け
れ
ど
も
、
大
き
な
ち
ょ
っ
と
規
模
が
少
し
大
き
く
な
れ
ば
、
補
修
は
町
の
方
で
行
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

ほ
か
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 
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ほ
か
に
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

 

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 
討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
三
六
号
、
小
値
賀
町
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
を
採
決
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
し
ま
す
。 

 

本
件
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
案
第
三
六
号
、
小
値
賀
町
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

日
程
第
三
、
議
案
第
三
七
号
、
辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

本
件
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

町

長 

町
長
（
西 

浩
三
） 

議
案
第
三
七
号
、
辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
提
案
の
理
由
を
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

辺
地
計
画
の
変
更
に
つ
き
ま
し
て
は
、
長
崎
県
と
の
事
前
協
議
が
必
要
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
八
月
に
協
議
が
済
み
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
に
伴
い
、

平
成
二
十
年
度
に
策
定
し
た
辺
地
総
合
整
備
計
画
を
変
更
す
る
必
要
が
生
じ
た
た
め
、
辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上

の
特
別
措
置
法
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
九
項
で
準
用
す
る
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

変
更
内
容
は
、
新
旧
対
照
表
に
示
し
ま
す
と
お
り
、
総
合
整
備
計
画
の
中
に
、
担
い
手
公
社
研
修
生
の
新
規
就
農
支
援
の
た
め
の
ビ
ニ
ー
ル
ハ
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ウ
ス
施
設
整
備
を
追
加
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
以
上
で
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
適
正
な
る
ご
決
定
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊

藤

議

員 

九
番
（
伊
藤
忠
之
） 
こ
れ
も
確
認
の
た
め
に
伺
い
ま
す
が
、
変
更
後
の
五
年
間
、
こ
れ
に
は
平
成
二
十
年
度
か
ら
二
十
四
年
度
ま
で
と
な
っ
て

お
り
ま
す
け
ど
も
、
こ
の
年
度
数
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
か
？
お
願
い
し
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

総

務

課

長 

総
務
課
長
（
中
川
一
也
） 

お
答
え
い
た
し
ま
す
。 

 

こ
の
辺
地
の
総
合
整
備
計
画
に
つ
い
て
は
、
二
十
年
度
か
ら
二
十
四
年
度
で
間
違
い
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

ほ
か
に
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

し
ば
ら
く
休
憩
し
ま
す
。 

（
執
行
部
、
一
時
退
席
） 

（
別
室
に
て
、
自
由
討
議
） 

― 

休 

憩 
 
 

午 

前 
 

十 
 

時 

十
八 

分 

― 

― 

再 

開 
 
 

午 

前 
 

十
一 

時 

五 
 

分 

― 

（
執
行
部
、
再
度
入
室
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

再
開
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ほ
か
に
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 
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こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

 
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
三
七
号
、
辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
を
採
決
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
し
ま
す
。 

 

本
件
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
案
第
三
七
号
、
辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

日
程
第
四
、
議
案
第
四
四
号
、
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

本
件
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

町

長 

町
長
（
西 

浩
三
） 

議
案
第
四
四
号
、
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て
、
ご
説
明
を
い
た
し
ま
す
。 

 

庁
舎
改
修
工
事
に
係
る
請
負
契
約
に
つ
き
ま
し
て
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
五
日
に
入
札
を
行
い
、
株
式
会
社
山
口
組
が
落
札
し
、
契
約

額
八
千
二
百
七
十
二
万
八
千
四
百
五
十
円
で
議
会
の
議
決
を
経
て
、
請
負
契
約
を
締
結
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
玄
関
キ
ャ
ノ
ピ
ー
内
部
に
お
い
て

の
雨
漏
り
個
所
が
数
箇
所
見
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
屋
根
の
防
水
工
事
の
追
加
や
ト
イ
レ
の
水
圧
不
足
の
解
消
の
た
め
、
ロ
ー
タ
ン
ク
式
便
器
へ
の

取
り
替
え
工
事
の
追
加
、
そ
れ
か
ら
議
場
の
音
響
シ
ス
テ
ム
を
更
新
し
、
赤
外
線
移
動
型
会
議
シ
ス
テ
ム
を
導
入
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
以
上
に

よ
り
、
設
計
変
更
及
び
請
負
契
約
の
変
更
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
現
契
約
額
に
一
千
二
百
二
十
二
万
三
千
五
十
円
を
増
額
し
た
、
九
千
四
百

九
十
五
万
一
千
五
百
円
で
工
事
請
負
契
約
を
変
更
い
た
し
た
く
、
地
方
自
治
法
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
及
び
小
値
賀
町
議
会
の
議
決

に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
ま
た
は
処
分
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
ご
提
案
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
工
期
は
十

月
の
六
日
ま
で
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。 
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以
上
で
、
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
承
認
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
を
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 
質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

 

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
四
四
号
、
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て
を
採
決
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
し
ま
す
。 

 

本
件
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
案
第
四
四
号
、
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

日
程
第
五
、
議
案
第
四
六
号
、
小
値
賀
町
教
育
委
員
会
委
員
任
命
の
同
意
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

本
件
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

町

長 

町
長
（
西 

浩
三
） 

議
案
第
四
六
号
、
小
値
賀
町
教
育
委
員
会
委
員
任
命
の
同
意
に
つ
い
て
、
ご
説
明
を
い
た
し
ま
す
。 
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貞
方
多
美
子
委
員
が
、
一
身
上
の
都
合
に
よ
り
九
月
三
十
日
付
で
辞
任
し
た
い
旨
の
辞
任
届
が
提
出
さ
れ
、
九
月
三
日
開
催
の
教
育
委
員
会
で

同
意
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
後
任
と
い
た
し
ま
し
て
、
中
村
在
住
の
神
川
恭
子
さ
ん
に
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
ご
承
知
の
よ

う
に
、
神
川
さ
ん
は
、
北
松
西
高
校
卒
業
後
、
現
在
、
専
業
主
婦
で
あ
り
ま
す
が
、
現
在
は
小
値
賀
町
婦
人
連
絡
協
議
会
の
会
長
さ
ん
を
さ
れ
て

お
り
ま
し
て
、
小
値
賀
町
の
各
種
委
員
も
お
願
い
を
し
て
お
り
ま
す
。
人
の
お
世
話
も
よ
く
さ
れ
、
教
育
に
も
熱
心
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
適
任

と
思
い
ま
す
の
で
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
同
意
を
求
め
る
も
の
で
ご
ざ
い

ま
す
。 

 

な
お
、
任
期
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
前
任
者
の
残
任
期
間
で
あ
り
ま
す
、
平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。 

よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
同
意
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
を
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
人
事
に
関
す
る
案
件
で
あ
り
ま
す
の
で
、
討
論
を
省
略
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
ご
異

議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
討
論
を
省
略
い
た
し
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
四
六
号
、
小
値
賀
町
教
育
委
員
会
委
員
任
命
の
同
意
に
つ
い
て
を
採
決
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
し
ま
す
。 

 

小
値
賀
町
教
育
委
員
会
委
員
任
命
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 
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議
長
（
立
石
隆
教
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
し
た
が
っ
て
、
議
案
第
四
六
号
、
小
値
賀
町
教
育
委
員
会
委
員
任
命
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

日
程
第
六
、
議
案
第
四
七
号
、
小
値
賀
町
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
選
任
の
同
意
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

本
件
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

町

長 

町
長
（
西 

浩
三
） 

議
案
第
四
七
号
、
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の
選
任
の
同
意
に
つ
い
て
、
ご
説
明
を
い
た
し
ま
す
。 

 

地
方
税
法
第
四
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
小
値
賀
町
に
は
三
名
の
委
員
さ
ん
で
構
成
さ
れ
る
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
が
設
置

さ
れ
て
お
り
、
委
員
に
つ
き
ま
し
て
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
同
意
を
得
て
市
町
村
長
が
選
任
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、

今
回
、
委
員
で
あ
り
ま
す
中
村
和
雄
氏
の
任
期
が
九
月
末
で
満
了
と
な
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
、
お
願
い
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

中
村
和
雄
氏
は
、
皆
様
ご
承
知
の
と
お
り
、
土
地
家
屋
の
評
価
事
務
及
び
税
務
実
務
経
験
の
豊
富
な
方
で
、
こ
の
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

委
員
を
三
期
九
年
間
、
務
め
て
頂
い
て
お
り
適
任
者
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
今
議
会
で
の
同
意
を
求
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

任
期
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
三
年
間
と
な
り
ま
す
。 

よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
同
意
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
を
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
人
事
に
関
す
る
案
件
で
あ
り
ま
す
の
で
、
討
論
を
省
略
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
ご
異

議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 



 - 11 - 

 

し
た
が
っ
て
、
討
論
を
省
略
い
た
し
ま
す
。 

 
こ
れ
か
ら
、
議
案
第
四
七
号
、
小
値
賀
町
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
選
任
の
同
意
に
つ
い
て
を
採
決
し
ま
す
。 

 
お
諮
り
し
ま
す
。 

 

小
値
賀
町
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
選
任
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
案
第
四
七
号
、
小
値
賀
町
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
選
任
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
に
決
定
し

ま
し
た
。 

 

日
程
第
七
、
発
議
第
三
号
、
国
民
の
権
利
を
支
え
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
を
求
め
る
意
見
書
案
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

本
案
に
つ
い
て
趣
旨
説
明
を
求
め
ま
す
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宮
﨑
良
保
議
員 

三
番
（
宮
﨑
良
保
） 

発
議
第
三
号
、
国
民
の
権
利
を
支
え
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
を
求
め
る
意
見
書
に
つ
き
ま
し
て
、
提
案
理
由
を
申
し
上

げ
ま
す
。 

 

東
日
本
大
震
災
は
、
か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
今
、
被
災
者
や
原
子
力
発
電
所
の
事
故
対
策
、
被
災

地
の
復
旧
、
復
興
に
向
け
た
取
り
組
み
が
懸
命
に
進
め
ら
れ
、
支
援
は
全
国
各
地
に
広
が
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し
た
中
、
国
や
地
方
自
治
体
の

職
員
は
、
大
震
災
発
生
直
後
か
ら
懸
命
の
救
援
活
動
に
あ
た
り
、
燃
料
確
保
や
イ
ン
フ
ラ
復
旧
、
物
流
の
復
活
、
医
療
活
動
な
ど
を
通
じ
て
被
災

者
の
生
命
を
支
え
て
い
ま
す
。
今
回
の
大
震
災
で
は
、
各
地
域
に
お
い
て
国
が
果
た
す
べ
き
責
任
と
役
割
や
公
務
・
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
重
要
性
が

改
め
て
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。 

 

長
崎
県
に
お
い
て
も
、
山
地
・
丘
陵
・
大
地
が
県
面
積
の
八
割
を
占
め
、
そ
の
地
理
的
・
地
形
的
要
因
か
ら
災
害
発
生
の
危
険
率
が
高
い
地
域

で
あ
り
、
過
去
に
お
い
て
は
、
昭
和
三
十
二
年
の
諫
早
大
水
害
、
昭
和
五
十
七
年
の
長
崎
大
水
害
や
平
成
三
年
に
発
生
し
た
雲
仙
普
賢
岳
の
大
規

模
火
砕
流
な
ど
の
大
災
害
が
発
生
を
し
て
お
り
ま
す
。 

 

加
え
て
、
近
年
で
は
、
ゲ
リ
ラ
豪
雨
な
ど
の
気
象
変
動
に
よ
る
災
害
の
リ
ス
ク
も
高
ま
っ
て
お
り
、
東
日
本
大
震
災
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
稀
な

確
率
で
発
生
す
る
巨
大
災
害
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
国
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
防
災
対
策
な
ど
で
地
方
自
治
体
と
一
体
と
な
っ
て
、
国
民
・
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住
民
の
生
命
を
守
り
、
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
責
任
と
役
割
を
発
揮
す
る
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
政
府
は
、
「
地
域
主
権
改
革
」
を
声
高
々
に

主
張
し
、
①
国
の
義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見
直
し
と
基
礎
自
治
体
へ
の
権
限
移
譲
、
②
地
方
交
付
金
の
一
括
交
付
金
化
、
③
国
の
出
先
機
関
の
原

則
廃
止
等
を
柱
と
す
る
地
域
主
権
戦
略
大
綱
を
閣
議
決
定
し
ま
し
た
。
こ
の
「
地
域
主
権
改
革
」
の
名
の
も
と
、
地
方
自
治
体
へ
の
過
剰
な
権
限

委
譲
や
国
の
出
先
機
関
を
整
理
統
合
す
る
こ
と
は
、
地
方
自
治
体
へ
の
国
の
責
任
を
押
し
付
け
、
国
が
直
接
責
任
を
持
っ
て
行
う
こ
と
を
放
棄
す

る
も
の
で
あ
り
、
国
民
・
住
民
へ
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
よ
っ
て
、
国
民
・
住
民
の
生
活
を
保
障
す
る
た
め

の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
に
向
け
、
以
下
の
事
項
の
実
現
を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

一
、 

地
方
に
犠
牲
を
強
い
る
拙
速
な
「
地
域
主
権
改
革
」
は
行
わ
な
い
こ
と
。 

二
、 

地
域
間
格
差
が
拡
大
す
る
過
剰
な
県
・
市
町
村
へ
の
国
の
権
限
委
譲
は
行
わ
な
い
こ
と
。 

三
、 

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招
く
、
国
の
地
方
出
先
機
関
を
統
廃
合
し
な
い
こ
と
。 

 

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

議
員
各
位
に
は
、
慎
重
に
ご
審
議
い
た
だ
き
、
ご
承
認
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

こ
れ
で
趣
旨
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

 

ま
ず
、
本
案
に
反
対
者
の
発
言
を
許
し
ま
す
。 

（
「
反
対
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

反
対
討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

次
に
、
本
案
に
賛
成
者
の
発
言
を
許
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

近
藤
育
雄
議
員 
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一
番
（
近
藤
育
雄
） 

私
は
、
国
民
の
権
利
を
支
え
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
を
求
め
る
意
見
書
案
に
賛
成
す
る
者
で
あ
り
ま
す
。 

 
憲
法
第
二
十
五
条
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
我
々
国
民
の
安
全
保
障
は
、
国
が
責
任
を
持
っ
て
守
る
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 
東
日
本
大
震
災
、
そ
れ
に
伴
う
重
大
な
原
発
事
故
、
記
録
的
な
降
雨
に
よ
る
浸
水
被
害
、
大
型
台
風
の
襲
来
等
々
、
最
近
日
本
各
地
で
大
規
模

の
災
害
が
頻
発
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
必
ず
成
し
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
復
旧
・
復
興
に
お
い
て
、
国
が
果
た
す
役
割
、
地
方
が

果
た
す
べ
き
役
割
が
当
然
の
如
く
あ
り
ま
す
が
、
地
方
に
は
ま
だ
ま
だ
耐
力
が
伴
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
り
ま
す
。
行
政
改
革
は
進
め
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
現
時
点
で
の
地
方
自
治
体
へ
の
過
剰
な
権
限
委
譲
や
国
の
出
先
機
関
の
整
理
統
合
に
つ
い
て
は
、
更
な
る
慎
重
な
検
討
が

必
要
と
考
え
ま
す
。
地
域
主
権
改
革
の
名
の
も
と
に
、
今
ま
で
以
上
に
、
地
域
間
の
格
差
を
増
長
し
か
ね
ず
、
公
平
・
公
正
性
の
維
持
も
懸
念
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
述
べ
ら
れ
た
三
点
の
意
見
に
賛
同
い
た
し
ま
す
。 

 

以
上
で
、
私
の
賛
成
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

ほ
か
に
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
発
議
第
三
号
、
国
民
の
権
利
を
支
え
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
を
求
め
る
意
見
書
案
を
採
決
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
し
ま
す
。 

 

本
案
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
発
議
第
三
号
、
国
民
の
権
利
を
支
え
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
を
求
め
る
意
見
書
案
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。 

 

お
諮
り
し
ま
す
。 

 

た
だ
い
ま
決
定
さ
れ
ま
し
た
案
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
会
議
規
則
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
字
句
・
数
字
、
そ
の
他
の
整
理
を
要
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
整
理
を
議
長
に
委
任
さ
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 
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（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
し
た
が
っ
て
、
字
句
・
数
字
、
そ
の
他
の
整
理
は
、
議
長
に
委
任
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

な
お
、
こ
の
意
見
書
は
、
内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大
臣
、
法
務
大
臣
、
財
務
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
、
環

境
大
臣
、
長
崎
県
知
事
へ
そ
れ
ぞ
れ
送
付
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。 

 

日
程
第
八
、
発
議
第
四
号
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
「
地
方
財
源
を
確
保
・
充
実
す
る
仕
組
み
」
の
構
築
を
求
め
る
意
見
書
案
を
議
題
と
し
ま

す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

本
案
に
つ
い
て
趣
旨
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

土
川
重
佳
議
員 

五
番
（
土
川
重
佳
） 

小
値
賀
町
議
会
会
議
規
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

 

本
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
「
地
方
財
源
を
確
保
・
充
実
す
る
仕
組
み
」
を
構
築
さ
れ
る
よ
う
、
国
に
対
し
て
要
望

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

地
球
温
暖
化
防
止
の
た
め
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
削
減
は
、
我
が
国
の
み
な
ら
ず
地
球
規
模
の
重
要
か
つ
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
森
林
の

持
つ
地
球
環
境
保
護
、
国
土
の
保
全
、
水
質
源
の
涵
養
、
自
然
環
境
の
保
持
な
ど
「
森
林
の
公
益
的
機
能
」
に
対
す
る
国
民
の
関
心
と
期
待
は
大

き
く
な
っ
て
い
ま
す
。 

我
が
小
値
賀
町
議
会
に
お
い
て
も
、
漁
業
再
生
の
道
筋
と
し
て
、
本
年
三
月
定
例
会
で
藻
場
再
生
特
別
委
員
会
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
数

十
年
来
、
本
町
も
確
た
る
磯
焼
け
対
策
が
見
い
出
せ
な
い
状
況
に
あ
る
中
、
豊
か
な
漁
場
を
作
る
た
め
に
は
、
目
の
前
に
あ
る
海
だ
け
を
見
つ
め

て
い
て
は
な
ら
な
い
と
気
付
き
ま
し
た
。
自
然
界
の
成
り
立
ち
、
所
謂
、
豊
か
な
森
が
あ
っ
て
こ
そ
、
そ
れ
が
循
環
さ
れ
、
美
し
く
豊
か
な
海
と

繋
が
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
森
林
を
持
た
な
い
本
町
に
つ
き
ま
し
て
も
、
本
意
見
書
の
指
示
に
賛
同
で
き
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

「
地
球
温
暖
化
対
策
の
た
め
の
税
」
が
本
年
十
月
に
導
入
さ
れ
る
一
方
、
「
森
林
吸
収
源
対
策
な
ど
の
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
地
方
の
財

源
確
保
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
度
税
制
改
正
大
綱
に
お
い
て
、「
平
成
二
十
五
年
度
実
施
に
向
け
た
成
案
を
得
る
べ
く
更
に
検
討
を
進

め
る
。」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

も
と
よ
り
、
地
球
温
暖
化
防
止
を
よ
り
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
森
林
の
整
備
・
保
全
等
の
森
林
吸
収
源
対
策
や
豊
富
な
自
然
環
境
が
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生
み
出
す
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
用
な
ど
の
取
り
組
み
を
山
村
地
域
の
市
町
村
が
、
主
体
的
・
総
合
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り

ま
す
。 

 
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
市
町
村
で
は
、
木
材
価
格
の
暴
落
・
低
迷
や
林
業
従
事
者
の
高
齢
化
、
後
継
者
不
足
な
ど
の
厳
し
い
情
勢
に
あ
り
、

森
林
吸
収
源
対
策
な
ど
の
地
球
温
暖
化
対
策
に
取
り
組
む
た
め
の
恒
久
的
・
安
定
的
な
財
源
が
大
幅
に
不
足
し
て
い
ま
す
。 

 

よ
っ
て
、
二
酸
化
炭
素
吸
収
源
と
し
て
も
、
最
も
重
要
な
機
能
を
有
す
る
森
林
の
整
備
・
保
全
等
を
推
進
す
る
市
町
村
の
役
割
を
踏
ま
え
、「
地

球
温
暖
化
対
策
の
た
め
の
税
」
の
一
定
割
合
を
、
森
林
面
積
に
応
じ
て
譲
与
す
る
「
地
方
財
源
を
確
保
・
充
実
す
る
仕
組
み
」
を
早
急
に
構
築
さ

れ
る
よ
う
強
く
要
望
し
、
本
意
見
書
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

 

よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
賛
同
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

こ
れ
で
、
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

こ
れ
で
趣
旨
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

 

ま
ず
、
本
案
に
反
対
者
の
発
言
を
許
し
ま
す
。 

（「
反
対
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

反
対
討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

次
に
、
本
案
に
賛
成
者
の
発
言
を
許
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

浦 

英
明
議
員 

七
番
（
浦 

英
明
） 

私
は
、
賛
成
の
立
場
で
討
論
を
い
た
し
ま
す
。 

 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
日
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
平
成
二
十
四
年
度
税
制
改
正
大
綱
」
に
お
い
て
、
第
二
章
の
主
な
取
り
組
み
の
中
で
、
地
球

温
暖
化
対
策
推
進
の
た
め
に
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源
二
酸
化
炭
素
排
出
抑
制
策
、
森
林
吸
収
源
対
策
等
の
地
球
温
暖
化
対
策
に
係
る
諸
施
策
を
地
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域
に
お
い
て
総
合
的
に
進
め
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
の
財
源
を
確
保
す
る
仕
組
み
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
第
三
章
、
検
討
事
項
の
中
で
、
地
球

温
暖
化
対
策
に
関
す
る
国
と
地
方
の
役
割
分
担
を
踏
ま
え
、
地
方
財
源
を
確
保
・
充
実
す
る
仕
組
み
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
五
年
度
実
施
に
向
け

た
成
案
を
得
る
べ
く
、
更
に
検
討
し
て
進
め
る
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
謳
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

地
球
温
暖
化
防
止
の
た
め
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
削
減
は
、
地
球
規
模
の
課
題
で
あ
り
、
森
林
の
持
つ
地
球
環
境
保
護
、
自
然
環
境
の
保
持
等
の

取
り
組
み
を
山
村
地
域
の
市
町
村
が
主
体
的
に
総
合
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
ま
す
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
木
材
価
格
の
暴
落
、
林
業
従
事
者
の
高
齢
化
、
後
継
者
不
足
な
ど
厳
し
い
状
況
で
あ
り
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
取
り
組
む
た

め
の
恒
久
的
・
安
定
的
な
財
源
が
大
幅
に
不
足
し
て
い
ま
す
。 

 

従
っ
て
、
私
は
、
発
議
第
四
号
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
「
地
方
財
源
を
確
保
・
充
実
す
る
仕
組
み
」
の
構
築
を
求
め
る
意
見
書
案
に
つ

い
て
、
賛
成
を
い
た
し
ま
す
。 

 

以
上
、
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

ほ
か
に
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
発
議
第
四
号
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
「
地
方
財
源
を
確
保
・
充
実
す
る
仕
組
み
」
の
構
築
を
求
め
る
意
見
書
案
を
採
決
し

ま
す
。 

 

お
諮
り
し
ま
す
。 

 

本
案
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
発
議
第
四
号
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
す
る
「
地
方
財
源
を
確
保
・
充
実
す
る
仕
組
み
」
の
構
築
を
求
め
る
意
見
書
案
は
、
原

案
の
と
お
り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。 

 

お
諮
り
し
ま
す
。 
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た
だ
い
ま
決
定
さ
れ
ま
し
た
案
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
会
議
規
則
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
字
句
・
数
字
、
そ
の
他
の
整
理
を
要
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
整
理
を
議
長
に
委
任
さ
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
字
句
・
数
字
、
そ
の
他
の
整
理
は
、
議
長
に
委
任
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

な
お
、
こ
の
意
見
書
は
、
内
閣
総
理
大
臣
、
財
務
大
臣
、
総
務
大
臣
、
国
家
戦
略
担
当
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
、
環
境
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
、

衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
へ
そ
れ
ぞ
れ
送
付
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。 

 

日
程
第
九
、
議
員
派
遣
の
件
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

お
手
元
に
配
付
の
と
お
り
、
九
月
定
例
会
以
降
の
長
崎
県
町
村
議
会
議
長
会
等
が
主
催
す
る
会
議
及
び
研
修
会
に
議
員
派
遣
を
行
い
た
い
と
思

い
ま
す
。 

 

ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
員
派
遣
の
件
に
つ
い
て
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。 

 

な
お
、
決
定
し
ま
し
た
本
件
に
つ
い
て
変
更
が
生
じ
た
場
合
の
取
り
扱
い
は
、
議
長
に
一
任
願
い
ま
す
。 

 

日
程
第
十
、
各
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

各
委
員
会
委
員
長
か
ら
、
会
議
規
則
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
委
員
会
の
特
定
事
件
調
査
事
項
に
つ
い
て
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査

の
申
し
出
が
あ
り
ま
す
。 

 

お
諮
り
し
ま
す
。 

 

各
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
し
出
の
と
お
り
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
と
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 
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（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
し
た
が
っ
て
、
各
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
し
出
の
と
お
り
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

以
上
で
、
本
定
例
会
に
付
議
さ
れ
た
案
件
の
審
議
は
、
全
部
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

 

こ
れ
で
、
平
成
二
十
四
年
小
値
賀
町
議
会
第
三
回
定
例
会
を
閉
会
い
た
し
ま
す
。 

 

ご
苦
労
様
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

   

― 

午 

前 
 

十
一 

時 
 

三
十 

分 
 

閉 

会 

― 


